
 

 

１ はじめに（指針の位置づけ） 

 愛知県犯罪被害者等支援条例第８条に規定する「支援に関する指針」として、愛知県における

犯罪被害者等支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的として、犯罪被害者

等支援についての基本的な方針、施策、その他支援を推進するために必要な事項を定めるもの。 

 

２ 基本的な方針 

 （1） 指針の目指す姿 

 社会全体が犯罪等による問題や犯罪被害者等支援への必要性を共有し、支え合う、誰もが

「安全に安心して暮らせる愛知」 

 （2） 取組方針 

   １ 必要な支援を公正かつ迅速に切れ目なく提供する 

     犯罪被害者等が社会において孤立することなく、安全に安心して暮らすことができるよう、

被害者等の気持ちに寄り添いながら、受けた被害の回復、軽減、生活の再建を図っていく

ために必要な支援を、公正かつ迅速に途切れることなく提供する。 

   ２ 社会全体で犯罪被害者等を支える 

     社会全体で被害者等の気持ちに寄り添った途切れない支援を行うことができるよう、犯罪被害

者等への無理解や偏見をなくし、犯罪被害者等を支えていく社会づくりに向けて、県民の理解増

進のための広報啓発・教育や犯罪被害者等を支援する人材の養成等に取り組む。 

 

３ 施策 

 （1） 施策の柱 

  取組方針に基づき、本県における犯罪被害者等を取り巻く状況を踏まえた重点的な取組事項 

    柱１ 犯罪被害者等に対する支援フローの確立 

     犯罪被害者等が、いずれの機関に支援を求めた場合においても、等しく同様に必要とす

る支援が途切れることなく受けられるよう、支援フローの確立に取り組む。 

   柱２ 多岐にわたる支援ニーズへの対応 

     犯罪被害者等の多岐にわたる支援ニーズに対応し、一人一人に寄り添ったきめ細やかで

充実した支援が受けられるよう、取り組む。 

   柱３ 社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成 

     犯罪被害者等に対する県民の理解・関心を深め、犯罪被害者等を社会全体で支えていく気

運の醸成に取り組む。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 施策方針 

柱１ 犯罪被害者等に対する支援フローの確立 

・総合的な支援体制の整備 

・相談、情報の提供等 

・民間支援団体に対する支援 

・個人情報の適切な管理  

柱２ 多岐にわたる支援ニーズへの対応 

・心身に受けた影響からの回復 

・安全の確保 

・居住の安定等 

・雇用の安定等 

・経済的負担の軽減 

・人材の育成 

柱３ 社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成 

 ・県民の理解 
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４ 体制 

 （1）支援体制 

・犯罪被害者等が、県、国、市町村及び民間支援団体等、どの機関に相談・届出を行って

も、支援の網から取り零されることなく、ワンストップで手続が進められ、支援を受けら

れるよう、体制の構築を図る。 

・県の総合的対応窓口においては、対人援助や多機関連携を行う専門性を有したコーディネー

ターの配置等を含め、その充実・強化に向けた取組を行うとともに、市町村及び民間支援団体

の行う犯罪被害者等支援に対して、取組を支援するよう努める。 

 （2）推進体制 

 県内の犯罪被害者等支援の推進体制として、（ｱ）県内の関係機関・団体との推進体制、

（ｲ）市町村との推進体制、（ｳ）県組織内における推進体制の整備を進める。 

    （ｱ）県内の関係機関・団体との推進体制 

   県と市町村、国及び県内における犯罪被害者等支援に関係する民間支援団体との間にお

いて、情報を共有し、関係機関相互の連携、協力を推進 

    （ｲ）市町村との推進体制 

   犯罪被害者等支援を県内全域で取り組むとともに、県及び市町村における犯罪被害者等への

施策を充実させることができるよう、県と市町村の連携、協力を推進し、市町村の取組を支援 

    （ｳ）県組織内における推進体制の整備 

 県庁内における連携体制を構築するとともに、県の知事部局、教育委員会及び警察にお

いて相互に連携を取りながら、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 見直しとフォローアップ 

 （1）指針の見直し 

 国の犯罪被害者等基本計画の見直し時期ほか、本県における犯罪被害者の置かれた状況に

大きな変化があった時など、必要な時期に、施策の柱を始め内容の見直しを実施 

 （2）支援実施状況のフォローアップ 

・支援施策の実施状況について、毎年、フォローアップを実施 

・フォローアップの実施においては、新たな会議体・ヒアリング等の設置・実施を検討する

とともに、必ず犯罪被害当事者の意見を聴く。 

 

６ 別冊の作成 

 ３（2）で示した施策方針に基づく具体的な取組については別冊を作成し、毎年度更新・公表 

 

７ 資料 

 （1）愛知県における犯罪被害者等を取り巻く状況 

 （2）愛知県犯罪被害者等支援条例（令和 4 年 3 月 25 日条例第 2 号） 
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